
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　　　

新
潟
県
司
法
書
士
会
で
は
、
10

月
１
日
の
「
法
の
日
」
に
ち
な
ん

で
、
無
料
で
登
記
・
法
律
相
談
に

応
じ
ま
す
。

期�

10
月
１
日
㈮
～
７
日
㈭　

各
司

法
書
士
事
務
所
の
営
業
時
間

※�

土
曜
・
日
曜
日
に
相
談
を
希
望

す
る
場
合
は
、
各
事
務
所
に
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

会
県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

相 

談
内
容　

市
民
生
活
一
般
に
関

す
る
法
律
相
談
（
登
記
・
訴
訟
・

相
続
・
成
年
後
見
・
多
重
債
務
・

悪
徳
商
法
な
ど
）

�

・�

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
・
悩
み
ご
と
な
ど
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
起
こ
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題

�

・�

い
じ
め
、
体
罰
、
女
性
差
別
、

外
国
人
差
別
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る

差
別
問
題

日�

９
月
13
日
㈪　

午
後
１
時
～
４

下
水
道
に
接
続
し
ま
し
ょ
う

　

下
水
道
は
、
み
な
さ
ん
が
接
続

し
な
け
れ
ば
事
業
効
果
を
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

く
み
取
り
便
所
は
、
下
水
の
処

理
が
可
能
に
な
っ
て
か
ら
３
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
既
に
浄
化
槽
を
設
置
し
て
い

る
場
合
で
も
、
下
水
道
が
整
備
さ

れ
た
ら
速
や
か
に
接
続
し
ま
し
ょ

う
。

�

・�

令
和
２
年
度
末
の
市
内
の
下
水

道
普
及
率
（
下
水
道
が
利
用
で

き
る
人
口
割
合
）
は
99
・
1
％

�

・�
水
洗
化
率
（
下
水
道
を
利
用
し

て
い
る
人
口
割
合
）は
91
・
8
％

利
子
補
給
制
度
が
あ
り
ま
す

　

市
で
は
下
水
道
接
続
工
事
に
対

し
て
、
百
万
円
を
限
度
と
し
た
融

資
の
利
子
補
給
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

排
水
設
備
工
事
は
「
指
定
工
事
店
」

で
　

ト
イ
レ
の
改
造
や
排
水
設
備
工

時
（
受
付
：
午
後
３
時
ま
で
）

会
大
崎
農
業
会
館
１
階�

和
室

相
人
権
擁
護
委
員

�

・�

中
島
澄
江
〔
下
二
〕

�

・�

小
島
敏
行
〔
天
王
町
〕

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

　

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
悩
み
を

話
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

対�

市
内
在
住
の
ニ
ー
ト
・
ひ
き
こ

も
り
・
高
等
学
校
不
登
校
な
ど

に
悩
む
義
務
教
育
終
了
～
39
歳

の
若
者
と
家
族

日�

①
９
月
28
日
㈫

　
　

午
後
２
時
～
３
時

　

�

②
10
月
７
日
㈭

　
　

午
前
10
時
～
11
時

会�

子
ど
も
・
若
者
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー

〆
①
９
月
24
日
㈮

　

②
10
月
５
日
㈫

申�

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

他�

相
談
員
が
電
話
・
来
所
相
談
に

随
時
応
じ
ま
す
。

事
は
、
市
が
指
定
し
た
指
定
工
事

店
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
指
定
工
事
店
は
、
み
な

さ
ん
に
代
わ
っ
て
市
役
所
へ
の
書

類
の
申
請
手
続
き
な
ど
も
行
い
ま

す
。
工
事
は
、
指
定
工
事
店
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

下
水
道
は
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

　

下
水
道
に
は
、
水
に
溶
け
な
い

紙
や
固
形
物
を
流
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
処
理
場
な
ど
で
、
タ
オ
ル

や
お
む
つ
な
ど
が
ポ
ン
プ
を
詰
ま

ら
せ
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
下
水
道
に
灯
油
や
て

ん
ぷ
ら
油
を
流
す
と
処
理
に
影
響

が
出
ま
す
の
で
、
流
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

　

一
人
ひ
と
り
が
ル
ー
ル
を
守
っ

て
使
う
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

市
役
所
の
開
庁
時
間
に
来
庁
で

き
な
い
人
を
対
象
に
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
受
付
と
交
付
、

更
新
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
交
付

は
、
３
日
前
ま
で
に
予
約
が
必
要

で
す
。（
状
況
に
よ
り
お
待
ち
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
）

※�

住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん

開
設
日
時

時
間
外
窓
口
（
次
の
水
曜
日
）

　

10
月
20
日
、
27
日

　

午
後
５
時
15
分
～
７
時
30
分

日
曜
窓
口

　

10
月
３
日
、
10
日

　

午
前
９
時
～
正
午

※�

選
挙
な
ど
に
よ
り
、
日
程
が
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

受
付
窓
口
　
市
民
課

申�

受
付
専
用
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い

　

☎
７
８
８
・
１
７
８
０

持

�

・�

通
知
カ
ー
ド
（
あ
る
人
）

�

・�

顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

�

・�

そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記

載
の
診
察
券
な
ど
。
顔
写
真
付

き
の
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て

い
な
い
場
合
は
２
点
）

�

・�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ
る

人
）

�

・�

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
交
付
時
の
み
）

※�

顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
し

ま
す

問 

・
申 

子
ど
も
・
若
者
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

☎
７
８
８
・
１
９
５
１

臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
こ
こ
ろ

の
相
談
会
」
～
秘
密
厳
守
～

問 

法
務
局 

南
魚
沼
支
局

☎
７
７
２
・
２
１
６
４

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

問 

市
民
課 

市
民
班

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
、

交
付
な
ど
の
時
間
外
・
日
曜
窓
口

問
・
申 
新
潟
県
司
法
書
士
会

☎
０
２
５
・
２
４
４
・
５
１
２
１

司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

問 

下
水
道
課 

下
水
道
業
務
係

☎
７
７
４
・
２
７
４
０

９
月
10
日
は
「
下
水
道
の
日
」

～
マ
ン
ホ
ー
ル 

町
を
き
れ

い
に 

す
る
と
び
ら
～
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